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右にあるQRコードを読んで頂きますと、東北

地方の雪道気象情報をご覧頂くことができま

す。これから降雪シーズンを迎えますので、お

出掛けの前に是非ご活用下さい！！

国道１３号栗子峠では、大雪により急な上り坂で大型車両等が立ち往生し、交通

障害が発生しています。

立ち往生による渋滞が発生すると、除雪作業の支障となり、復旧までに長い時

間を要します。このような状況になる前に、道路を通行止めにして集中的に除雪

を行う「予防的通行規制」を国道１３号栗子峠で実施しますので、ご理解とご協力

をお願いします。

【規制区間】

福島市飯坂町（中野不動尊入口付近）～米沢市

（米沢スキー場付近）間における約２４ｋｍ

※大雨時と同じ規制区間となります。

【お願い】

通行規制中は、原則として緊急車両を除く

すべての車両が通行止めとなります。

立ち往生車による

渋滞発生状況



http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/kurinavi/section_frame.html

栗子峠のライブ画像、気象情報が携帯電話でご覧になれます

東北地方整備局 福島河川国道事務所

栗子国道維持出張所

〒992-1331

山形県米沢市板谷字鎌沢529-20
TEL：0238-34-2221 FAX：0238-34-2223

管理区間 ：国道１３号 福島市森合町 ～ 山形県米沢市万世町 延長27.2km

福島西道路 福島市大森 ～ 福島市北矢野目 延長7.7km

栗子道路を末永く使うために

補修しています

11/12(金)に栗子峠を通る車に対し、冬用タイヤの早期装着を呼びかける運動及び特殊車両

の取り締まりを行いました。冬タイヤの調査台数は47台で、調査の結果は次の通りでした。

〇冬タイヤ装着車・・・21台 〇冬タイヤ装着率・・・45％

〇チェーン携行車・・・16台 〇チェーン携行率・・・34％

平野部で雪が降っていなくても峠部で降っていることが多々あります。峠部を走行する際は、

冬タイヤの装着をお願いいたします。
また、同時に特殊車両の取り締まりを行った結果、2台の違反車両がありました。許可を受けずに繰

り返し走行を行った場合、違反者の名称や違反内容等を公表する場合があります。インターネット経

由の申請も可能ですので、申請が必要な方は忘れずにお願いいたします。

詳細は第44号をご覧ください。

11/16(火)に福島国道維持

出張所と東北中央道維持出張

所と合同で、受注者の方々に

よる安全パトロールを実施し

ました。今回は、４班に分かれ

て【浅川地区道路改良工事】や

【町下地区道路改良工事】等の

工事現場を各班２工事ずつ点

検し、良い事例や改善点につ

いて検討会を行いました。

簡易ゲートが◎ 対策状況PRが◎

★冬タイヤキャンペーン★ ★特殊車両取り締まり★

浅川地区道路改良工事 町下地区道路改良工事


